
サービス費用 

例えば 

「家族を信じて託すことが大切です」 

200,000円 
（公証役場費用・登記料・消費税は別途） 

● 父が所有し自分で管理しているアパートなどの不動産がある 

● 賃貸借契約などは、父の代わりに長男や長女がサイン（代筆）している 

万が一、病気や認知症などで 
お父さんの意思判断能力がなくなってしまったら・・・    

● 賃貸借契約   ● 売却   ●大規模改修 

● 管理委託契約  ● 建て替え 

全てのことが 

できなくなります！ 

家族信託なら 

父(オーナー) 75歳 

長男 53歳 長女 50歳 

信託契約 
委託者 

（所有者） 

 受益者 
(家賃受取人) 

受託者 
（名義人） 

または 

身内の管理会社でもＯＫ 

財産管理や柔軟な資産継承対策 

として家族信託を結んでおくと… 

全てできるようになります！ 

● 賃貸借契約  ● 売却・建替え    

●大規模改修   ● 管理委託契約  


